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令和６年度 第２回埼玉県障害者施策推進協議会 

 

 

 日時：令和６年１０月２２日（火）１４時００分～１６時１０分 

 場所：埼玉会館 ７Ｂ会議室 

 出席委員：佐藤委員、遅塚委員、万谷委員、下重委員、羽生田委員、田島委員、 

      川津委員、石橋委員、山中委員、東海林委員、小材委員、荒井委員、 

      金井委員、松本委員、植村委員、栗原委員  １６名 

 欠席委員：岩崎委員、大井田委員、菊池委員、田中委員 

 

 

＜１．開会＞ 

（事務局） 

 本日は、大変お忙しいところ御出席をいただきまして誠にありがとうございます。ただ

いまから令和６年度第２回埼玉県障害者施策推進協議会を開催いたします。私は、障害者

福祉推進課副課長の石井と申します。本日の会議に入るまでの間、進行を務めさせていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

 さて、本日の会議には、委員総数２０名のうち、１６名の方に御出席いただいておりま

すので、協議会規則第６条第２項により、本日の会議は有効に成立しておりますことを、

御報告いたします。 

 また、当協議会は原則として公開としておりまして、本日は６名の方が傍聴をしていら

っしゃいます。 

 

＜２．課長挨拶＞ 

（事務局） 

 それでは、会議に移らせていただきます。はじめに、障害者福祉推進課課長の茂木から

ごあいさつを申し上げます 

 

（障害者福祉推進課長 茂木） 

 令和６年度第２回埼玉県障害者施策推進協議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

 委員の皆様方には、お忙しいところ御出席いただきまして感謝申し上げます。 

 また、本県の障害者施策の推進につきましては、日ごろより、格別の御理解と御支援を

いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、当協議会におきまして、以前より実現に向けて協議が進められておりました「彩

の国いろどりライブラリー」のホームページが完成し、先週公開いたしました。また、今

年４月の改正障害者差別解消法の施行に合わせて、更なる内容の充実を図った「心のバリ

アフリーハンドブック」の改正版が今月完成しました。 

 御協力いただきました委員の皆様、及び各団体に改めて感謝申し上げますとともに、計

画の基本理念である「共生社会」の実現に向け、取組を進めてまいる所存です。 

 本日は、前回の第１回協議会に引き続きまして、障害者支援計画に係る重点課題につい

て御協議いただきます。各ワーキングチームで議論をいただいた内容について御報告をい

ただくとともに、意見交換をお願いしたいと存じます。 
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 重点課題を選定し検討を重ねていくことで、令和８年度に始まる次期計画の円滑な策定

につながるものと期待しております。 

 委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜り、じっく

り時間をかけて御協議いただきますようお願いし、私からのあいさつとさせていただきま

す。 

 

（事務局） 

それでは議事に入ります前に、本日お配りした資料の確認をさせていただきます。 

 

～配布資料確認～ 

 

（事務局） 

 それでは議事に入らせていただきます。本協議会規則第６条第１項により、議長を会長

にお願いいたします。それでは、佐藤会長お願いいたします。 

 

（佐藤会長） 

 皆さん改めまして、第２回協議会を開催させていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。はじめに、本協議会規則第９条第２項の規定により、議事録署名委

員を指名させていただきます。本日御出席いただいている荒井委員と金井委員にお願いし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

～荒井委員、金井委員了承～ 

 

＜３．議事＞ 

（佐藤会長） 

それでは議事に移ります。次第３の議事「第８期埼玉県障害者支援計画に係る重点課題

について」、各ワーキングチームにおける検討状況の報告に入りたいと思います。各チーム

のリーダーあるいはサブリーダーから、１５分程度でご報告いただければと思います。皆

さんのお手元に各ワーキングチームの会議メモが配布されておりますので、そちらを参照

しながらお聞きいただければと思います。 

それでは、私がリーダーを務めさせていただいておりますＡチームにつきまして、私か

ら報告をさせていただきたいと思います。 

 

Ａチームでは、私がリーダーで継続していくということでご了解をいただき、サブリー

ダーとして石橋委員にご協力いただくことになりました。 

そしてＡチームは、大柱「Ⅰ理解を深め、権利を護る」のところで、障害者の理解促進

と差別解消、彩の国いろどりライブラリーの運用上の課題、これらに関する事業と実績を

確認しながら、取組の足りない点や、必要となる新たな施策について検討するという方向

で進めることを確認しております。 

 

そうした中で、３つの大きな論点について議論をしました。 

まず１つ目の論点は、障害者差別解消法、埼玉県共生社会づくり条例について、まだま

だ認知度が低く、合理的配慮の提供に関する理解についても、先ほど報告があったような
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「心のバリアフリーハンドブック」などもありますが、こうしたものが上手く生かされて

いくような機会を作っていくということが大切で、特に「社会モデル」の考え方を一般の

方たちに理解していただくこと、障害に関する大まかな理解だけではなく身体障害、知的

障害、精神障害、発達障害及び難病など様々なものがあり、障害のある方一人ひとりの態

様や支援のあり方についても人によって異なること、そうした障害の多様性に対する理解

が必要となる一方で、人として対等に接することへの理解、人としての理解を促進すると

いうことが大切であるということを一つの柱として捉えることになりました。 

そのために必要となる取組について、次の３つの視点で整理しました。 

まず一つは、学校教育で障害理解の促進をしていくこと。そのためには県教育局及び市

町村教育委員会の協力が欠かせないということを確認しました。障害福祉に関しては特別

支援教育担当課との関わりがあるかと思いますが、一般の児童生徒に対して障害理解を進

めていく上では、義務教育課程を所管する県及び市町村の教育部局に協力を働きかけ、児

童生徒及び教職員に対する障害理解を進めていく必要があること。 

特に委員の方からは、例えば障害があると不幸だとか、あるいは目の不自由な方は皆さ

んが全盲であるとか、そうしたステレオタイプのようなイメージのために障害に関して十

分な理解が進んでいない側面があり、そうしたことのないように障害理解を促進するとい

うことが大切ではないかという意見がありました。 

次に、障害の多様性に対して認識をしながら、対等な人として接する態度、相手への気

配りができるような人間理解を育むこと。そのために体験を含む学習機会を充実させる必

要があること。すでに「彩の国いろどりライブラリー」も運用されることになっています

が、福祉教育実践のような取組を、学校教育や一般の方たちに向けて進めていくことの必

要性が確認されました。 

特に民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されたところで、本日配布されている「心

のバリアフリーハンドブック」といった媒体も作られていますので、こうしたものも生か

していくことに加えて、児童生徒に対しては、多様な障害のある方たちと直接的に関わる

機会を作って体験的に学べるような手法で学校教育における障害理解を促進する必要があ

ること、また一般の方たちに対しても、まずは行政機関や学校、警察などの職員、そして

銀行などの企業の社員に障害について学ぶ機会を提供していくことが必要ではないか。こ

うしたことを進めることで相互理解が促進されていくようにすることの必要性が確認され

ています。 

最後に、県でも動画等の様々な媒体を通じて発信されているとは思いますが、先ほども

申し上げたように障害といっても身体障害、知的障害、精神障害、発達障害及び難病など

多様であることを踏まえ、合理的配慮の提供についても具体的な事例を多く収集整理して、

さらなる障害理解の促進に向けて周知の機会と方法を検討していく必要があるのではない

かという意見が出ています。 

 

次に２つ目の論点としては、精神科病院に入院している患者への虐待、施設や学校、家

庭など様々な場所で発生する障害児者への虐待という問題があり、そうした虐待防止及び

権利擁護を一層推進していくことの重要性について議論しました。 

日頃から障害に対する地域の理解を得るためには、やはり本人や関係者、病院や施設、

家庭だけではなく、第三の居場所、地域の居場所づくりというものも必要ではないか、地

域の様々な人たちと交流する機会を作る、あるいは当事者同士でのピア交流会のような関

係者と共に集えるような場、そうした居場所のような場をつくることをこれから進めてい
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くことが必要ではないかという意見がありました。 

こうしたことは、これまでも様々な取組の中で進められてきていますし、精神障害に関

する施策では「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」が推進されているところ

ではありますけれども、こうしたことをさらに進めていくということの必要性が確認され

ています。 

いま申し上げたような病院や施設、家族との関係だけではなく、ひきこもりになること

を未然に防げるように、地域における居場所づくりを促進していく必要があるということ

になります。 

あとは、障害のある方を含めて誰でも参加できるイベント等の場が地域にはいろいろあ

ると思いますが、そうした場所に障害のある本人は行きたいと思っていても、家族が外に

出るのを控えて欲しいと思っているようなケースもあるということも話題に出ました。そ

ういう意味では、本人や家族だけではなく、障害のある方の社会参加に対して第三者的に

関わるような人たちの存在が必要になるのではないかということも確認しています。 

精神障害に関する部分も含め、こうした虐待防止等も含めて、地域における障害のある

方の居場所を考えていく。そういったことについて、これから少し検討していくというと

ころの確認がされています。 

 

そして３つ目の論点として、彩の国いろどりライブラリーの運用上の課題について。先

ほど事務局から話があったように、ホームページが立ち上がりました。 

今後の運営に向けた取組としては、今回はスモールスタートということで、すでに障害

当事者講師として活動されている方たちを登録してスタートを切っており、講師も身体障

害の方たちが中心になっておりますので、身体障害以外の障害種別の取組をこれからどの

ようにして促進していくのか。例えば、ピアサポートのような形でのグループ形態で実施

するようなものや、支援者と当事者とのインタビュー形式で実施するものなど、一方向か

つ座学的なものだけでは講座等になりえないものもあると思うので、そうした講座等の形

態、学習形態のあり方も検討していく必要があるのではないかということが確認されてい

ます。 

そして、こうした取組を進めていく上では、先ほども申し上げたとおり、学校教育にお

ける義務教育課程の所管部署の協力も必要になりますし、市町村においては、これまで福

祉教育を進めてきた社会福祉協議会や学校、教育関係機関との連携、その他としてＮＰＯ

やボランティア団体、福祉関係者などとも連携しながら、子供たちの成長発達の過程にお

いて福祉教育を進めていくことが必要になります。 

さらに、一般の方たちに向けては、様々な民間事業者を通じて障害理解を進めることや、

生涯学習の機会などを活用して理解を進めるというところで、ライブラリーの活用も含め

て推進していく必要があるのではないかということが話し合われています。 

 

Ａチームからの報告は以上になります。次回のワーキングにおいては、以上の内容につ

いてもう少し整理をして第８期計画の策定に向けてどのように示していくかということ、

そして他の取組に関する現状把握と課題の抽出を可能な限り行って進めていくというとこ

ろがＡチームにおける協議の大まかな内容になります。 

それではＡチームからの報告は終わります。続きまして、遅塚委員からＢチームの報告

をお願いします。 
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（遅塚委員） 

それではＢチームについてご報告いたします。 

Ｂチームにつきましては、メンバーの他に小材委員にも参加していただきました。サブ

リーダーは東海林委員にお願いをしたところでございます。 

Ｂチームの内容といたしましては、１つ目として「障害者の地域生活の充実、社会参加

の支援」について、２つ目として「障害者の就労支援」についてテーマをいただいており

ます。 

今回の協議においては、スタートの段階になりますので、次期計画に入れることができ

るかどうかということはともかくとして、広く自由に課題と感じておられる部分などをお

話しいただいたところです。 

 

具体的な内容につきましては、まず計画全般についてです。 

現在の計画についてはロービジョンの方の施策自体があまり入っていないということ、

計画の策定段階でロービジョンの方の意見を言う機会が少なかったのではないかというご

指摘をまずいただきました。 

また計画作成にあたっては、知的障害の当事者の人たちにどのように計画策定に参加し

てもらうかという話がありました。現在は意思決定支援が主流になっておりますので、当

事者をどう位置付けるのかということを考えていくことが必要ではないかと。その場合に

は、知的障害者については合理的配慮として支援者が必要となるというようなご指摘もい

ただきました。 

また現状として、様々な制度設計が医学モデルになっていますが、医学モデルから社会

モデルということを次期計画の大枠として打ち出していくことが必要ではないかというご

意見もいただきました。 

また、県の障害者支援計画の役割として、具体的な施策に入れることができなくても、

「本来はこういうあり方が必要である」といった県の方向性というものを打ち出していく

ということが重要なのではないかという意見もありました。 

 

次に、就労支援についてもいろいろな意見をいただきました。 

中途で障害になった方が、就労を継続していくための支援が少ないというご指摘があり

ました。 

また就労支援においては、発達障害のある方の支援が非常に難しく、例えば車の免許を

持っているような方であっても、指示の中での言葉の違いによって混乱をしたり、コミュ

ニケーションが上手くとれずにパニックを起こしてしまうことなどから、解雇されてしま

うことがあると。そういう方については、自分の適職は何なのか、自分についての理解が

あればいろいろなことができるけれども、こういう人たちへの就労支援というのは非常に

難しいというようなお話がありました。 

また障害者の就労に対しては国から助成金が出ておりますが、発達障害の就労支援をし

ている民間企業で発達障害の方の肩を持つのではなく、会社側の肩を持って本人都合でや

めるように仕向けていくことを誘導するようなところが増えているというようなご報告が

ありました。 

また就労支援につきましては、福祉分野における就労支援と労働分野における就労支援

があるわけですが、それらは本人の過去の職務内容ですとか職歴などによって、役割分担

を考えていかなければならないというお話もありました。 
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また就労ができるレベルの方というのは、自己理解が必要であって、その自己理解を持

つためには丁寧に関わっていくことが必要であると。例えば苦手なところを合理的配慮と

して周りの方と話をしなければならないわけですが、そもそも発達障害の方の場合にはコ

ミュニケーション障害がありますので、そこが非常に難しい部分であるという話がありま

した。 

また就労支援からは少し外れますが、就労継続支援Ｂ型事業所で工賃アップという方向

が出ておりますが、工賃アップということが強調され過ぎてしまうと、結局は施設の職員

が頑張るという状況になってしまっているのではないかというお話もありました。 

 

次に、地域生活の充実の中の暮らしの場についてです。 

ここではグループホームの現状について、大変多くのご指摘がありました。 

まず知的障害のある方について、暮らしの場が圧倒的に足りていないと。重度障害の方

のグループホームの整備が進められていますが、重度であるということよりも、支援が難

しい人が安心して暮らせる場の確保が必要ではないかというご指摘がありました。またこ

れらのことについては、親なき後の問題としてとらえるということがありますけれども、

そこにこだわってしまうと、逆に親がいる間は親が面倒を見ればいいという論理になって

しまう危険があると。逆に当事者にとっての意味をしっかり考えていくべきではないかと

いうご意見もありました。 

また重度のグループホームについては、消防法の関係で費用が 2,000 万円ぐらいかかっ

てしまうことがあり、整備が非常に難しいというご指摘がありました。 

またグループホームについては、最近多くの営利企業が参入してきていて、強度行動障

害の方を入居させて、該当する加算は取っていくけれども、支援の形態としてはなるべく

部屋から出てこないような状態で、悪く言えばちょっと閉じ込めているような状態で支援

されているのではないかというようなご指摘がありました。 

そうしたことも含めてグループホームについては非常に数が増えているので、中身に関

してきちんと目を入れていく必要があるとの指摘がありました。例えば監査についても、

基準に当てはまっているかどうかだけではなく、どんな支援をしているかという中身を見

られるような監査にしていく必要があるのではという意見がありました。 

また同様に、監査については事前に日時を指定してから監査に行くのが通例であるけれ

ども、それではなかなか有効性のある監査ができないので、やり方を考えた方がいいので

はないかというご指摘もありました。 

同じく日中支援型のグループホームにつきましては自立支援協議会に報告がされるわけ

ですが、中身をしっかり見ていかないと、株式会社が運営するグループホームはどんどん

入居をさせるけれども、適応できない方をどんどん辞めさせていくというような実態がど

うも見てとれるため、グループホームにおける利用者の定着率というものも見ていく必要

があるのではないかというようなお話がありました。 

 

それから入所施設につきましては、2019 年以降、県内で約 10 施設程度が新設されてい

るはずだけれども、この新しい 10施設について、運営の内容をしっかり振り返らなければ

いけないのではないか、それと同時に、それ以前からの入所施設の暮らしの内容について

も確認をしていくということが必要ではないかと言うご指摘がありました。 

したがって、計画の中には、支援の量だけではなく質に関する部分についてもしっかり

書き込む必要があるというご指摘がございました。 
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県立嵐山郷における虐待事案についても話がありました。強度行動障害の人については

刺激を与えないほうがいいということで閉じ込めてしまい、それが虐待であるという認識

がないということでは困るのではないかと。したがって第三者の目が入るということがと

ても大切であると。また専門性という言葉を使いますが、実際には専門性をはかる物差し

がないということは問題ではないかというご指摘もありました。 

強度行動障害につきましては、なってしまった方に対しての対策というのはいろいろ制

度上もあるのですが、大事なのは強度行動障害にならないような支援というのを進めてい

くことではないかというお話もありました。 

また入所施設における社会参加についてですが、障害のある人がどうやって社会に出て

いくかということも大事ですけれども、社会が施設に入ってくるといういう取組も評価さ

れるべきではないかというご指摘がありました。具体的にどういうことかと申しますと、

例えば訪問診療とか訪問看護、あるいは歯科診療が施設に来てくれるような取組もされて

おり、そこで繋がったいろいろな機関に対して今度は施設の中から外に出て通院するとい

うようなケースも出てきますので、施設の中に入ってくる取組も評価してはいかがかとい

う話でした。同じようなことで、ファッションセンターしまむらやユニクロが施設に実際

に来てくれて、中で研修をしてくれ、県内の店長全員を呼びましたというお話もありまし

た。そこでいろいろと勉強したことを各地域に持ち帰ってくれるという取組であったとい

うご報告でした。 

またそれに関連して、ユニクロさんなどが施設に来てくれるというのは非常にいい取組

ではあるけれども、忘れてはいけないのは、移動支援とか生活サポート事業などを使って

施設から外出できるようにするというのが本来は当たり前の生活ではないかと。誰でも本

当は電車で出かけたい、バスを使って車椅子で出かけるなど、そういう社会を目指すとい

うことが本来の姿ではないかというご指摘もありました。またそれに関連して、入所施設

にももっとヘルパーの利用を認めるとか、土日の生活介護についてきちんと整理をしてい

ただけると、施設は手数が確保できて、そこで暮らす人の生活の質も変わってくるはずだ

と。そういう意味で外から来てもらうということについても評価をしていく必要があるの

ではないかというお話でした。 

また施設が自治会に入り、以降回覧版に施設の広報を入れさせてもらえるようになり、

何回もまわしているうちに、地域の方が野菜を持ってきてくれるようになったなど、交流

が広がったと。障害のある方のことや施設について、地域に知ってもらうことが大切だと

いうようなお話もありました。 

 

続いて短期入所の方の受け入れ、医療的ケアについてですが、導尿とか経鼻経管栄養な

どはちょっと特殊なので、胃瘻とか喀痰吸引と違って本来はなかなか施設でできないと。

短期入所の方で、本当は看護師さんがやるようなケアを職員がやらなければいけないとい

うことが発生してしまうと受け入れが難しくなるため、もっと訪問看護、訪問介護、訪問

リハなどが使えると、短期入所の受け入れも広がるのではないかという御意見がありまし

た。 

また医療的ケアの関係で言いますと、コロナ禍によって病院が付き添いの人を受け入れ

てくれないということがあり、そのために看護師さんがコミュニケーションをうまく取れ

ずに入院中になかなか支援が行き届かず、重度障害の人が非常に苦労をするということが

あったと。同様にコロナに感染した方が気管挿管で入院したんですが、本来３週間は入院

をする必要があったところ、コロナ禍のため誰も付き添わせてもらえず、３週間ではなく
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１週間後に病院から連絡が来て、意識レベルを戻したら暴れて手に負えないので引き取っ

てくれという話があったと。このまま病院にいると、両手両足を縛らなくてはいけないと

いうような話で、逆にグループホームに戻しても医療的ケアができないということこそ本

来人権問題ではないかというようなやりとりがあったというご報告もありました。 

 

続いて住宅に関することについて、一人暮らしのための地域サービスが必要なのですが、

喜んで貸してくれる家主というのはなかなかいないと。特に車椅子の方で介助がいる方は

入居を断られる例がほとんどだという御指摘がありました。 

 

療育や放課後デイサービスについてもたくさんの意見をいただいきました。まとめます

と、いろいろな事業所を転々として、かつ多数の保育所と多数の療育施設を同時に使って、

非常に隙間なくサービスを埋めているというケースが大分増えているという御指摘があり

ました。そのためお母さんが家で子育てをする時間が非常に少なくなってきていて、その

ためにお母さんがお子さんの障害の状態について、しっかり理解できていない部分がある

んじゃないかと。合理的配慮については、本来は親御さんが外部に対していろいろ働きか

けをしなくてはいけないんですけれども、親御さん自身がなかなかそのあたりの理解が行

き届かなくなっているため、それが難しくなっているのではないかというような御指摘が

ありました。 

また、特別支援学校を卒業した後の進路を選ぶときのポイントが送迎になってしまって

いると。本来は、ご本人、お子さんことを考えて選ぶべきなのが、お母さんたちが働くた

めに送迎があるところを選ぶというようなことが現実になってきているというようなご報

告もありました。 

この療育の話につきましては教育と一体になりますので、Ｂグループ、Ｃグループと分

けないで考えたほうがいいのではないか、チーム間でそれぞれお互いにキャッチボールし

て連携して進めるべきだというご意見がありました。 

 

最後に社会参加についてです。 

発達障害のある人の社会参加については、県でもかなり取り組んでこられていて、クワ

イエットアワーというような取り組みですとか、映画館でイヤーマフの貸し出しなども行

われているというご意見がありました。 

それから投票について。例えば施設入所者の投票について、それぞれの施設に任されて

しまっているという実態があり、施設の中でちゃんと学習会などをしているか、あるいは

自分たちが望む国や県が作られているかということが主張できる仕組みにすることが必要

ではないか、また視覚障害の方については郵便投票があまり行うことができないというよ

うなご指摘もありました。 

 

長くなりましたがＢグループにおける協議の概要は以上でございます。 

 

（佐藤会長） 

 ありがとうございました。それではＣチームの報告につきまして、小材委員からお願い

いたします。 

 

（小材委員） 
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 本日は、グループリーダーの岩崎先生が御欠席されていますので、サブリーダーを務め

ることになった私が代理で報告させていただきます。 

当日は、岩崎委員、万谷委員、田島委員、川津委員、そして他チームから下重委員、荒

井委員に参加していただきました。 

 Ｃチームは、「共に育ち、共に学ぶ教育の推進」と「安心・安全な環境整備の推進」の２

つの大きな柱があるということで、まずは令和６年度におけるワーキングチームの進め方

について話し合いました。 

 私たちＣチームの所掌範囲の中で、協議会の本会議でＣチームに関する宿題をいただけ

れば、それについても議論しなければならないのは当然ですが、まずはチームの中で課題

を抽出して検討し、次につなげていくよう、皆さんと一緒に議論して、それを担当部署に

お尋ねをしてコメントをいただくといった進め方をするということをチームで確認しまし

た。 

 

次に、ワーキングチームの検討課題の１つ目、「共に育ち、共に学ぶ教育の推進」につい

てです。 

 特別支援学校、特別支援学級に通っている児童生徒が、二次障害である強度行動障害に

なったり、不登校になったりするケースが増えているということ、そしてフリースクール

に通うことで、家庭の経済的負担が増えているということが現状として挙げられました。

その原因が、教員の専門性や障害に対する理解がないために、児童生徒の特性に配慮した

学習環境が整っていない結果として、子どもたちが二次障害を抱えていることは問題であ

ると意見が出ました。 

 また、交流の場として県が取り組んでいる「県民のつどい」ついて委員から質問があり、

事務局から説明がありました。何が行われているのかというと、小中学生、高校生に障害

のある方と触れ合ったことについて作文を書いていただいたものを表彰、障害者の方たち

と触れ合った場面を描いていただいたポスターを表彰する表彰式を開催したり、そのあと

で地元の中学生の吹奏楽部の演奏、近隣の特別支援学校の生徒さんの作品展、あとは合唱

などの発表など、通常の学級学校と特別支援学校特別支援学級の生徒さんたちによる発表

を中心に開催しているとの内容の紹介があり、委員からは表彰や発表も大事ではあるが、

もっと具体的な交流が必要なのではないかとの意見が出ました。 

別の委員からは交流に関する事例提供として、視覚障害の場合、福祉機器の展示会など

があれば、誘導のサポートを高校生ボランティアにお願いして、会場までのサポートや会

場の中も一緒に見るということをしますが、これをするとかなり意識が変わると、一緒に

何かをやることを取り入れると、かなり効果があるのではないかという事例が挙げられま

した。 

 また埼玉県障害者交流センターの行事として、隣にある中学校から毎年 1 か月間ぐらい

メンバーが変わりながら中学生がボランティアで来てくれていて、「これまでは車椅子を押

すこともなかったけれど、押すこと覚えたら外でもしてあげたいと思うようになった」と

いう意見も出てきて、やはり高校生や大学生からではなく、小中学生ぐらいからそういっ

たものに参加させることが大事だと思ったという意見や、県庁の「アンテナショップかっ

ぽ」に毎年中学生３人ぐらいが来て、一緒に移動販売をしたり、最重度の車椅子の障害者

の食事介助を少しだけやってもらったり、すごくいいことだと思うので、続けていただき

たいとの意見も挙げられ、小中学生からのボランティア参加が重要ではないかとの意見が

出ました。 
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また地域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校の先生方は、例えば、聴覚障害者への対

応について、手話、そして手話が難しければ筆談というように、本当にさわりの部分だけ

を学んでいると思われるため、よくある交流事業みたいなところで一緒になると、特別支

援学校と地域の学校との交流の場面で実際にコミュニケーションがとれないとの話があり

ました。インクルーシブ教育の観点からも、地域の子どもたちとの真の交流をするために

は、一般の教員にももっと理解してもらう必要があり、すでに教員の質を向上するための

教員研修に関する施策があり、たくさん研修は実施されてはいるが、研修のプログラムな

どをもう一度確認して、工夫をしていただく必要があるのではないかという意見がありま

した。 

また、一般の子供たちが障害のある人たちことを理解するのは、やはり早いうちから授

業も含めて取り組んでいただきたい、そして授業で伝えるだけではなく、実際の交流を経

験してもらって、その成果を「県民のつどい」などで発表してもらうなど、取組を横断的

なものにするのはどうかという意見も出ました。 

また視覚障害者のパソコンの使い方は目の見える人のパソコンの使い方とは全く違うた

め、それを教えられる人材はこの日本国内ではかなり限られていて、視覚障害のある方た

ちは合理的配慮の提供からも置いていかれてしまっているという現状のお話がありました。

例えば、大学でも「うちではどうにもなりませんから、自分で勝手に探して、自分で勝手

に勉強して、自分で勝手についてきてください」と言われるなど、合理的配慮に取り組む

ことになっても、そのような反応である上に、そもそも教えられる人材がいないために困

っているとのことでした。職業に就くにしても、大学に進学するにしても、相応のスキル

でパソコンを使えないと厳しいという現実があるため、盲学校の高等部できちんと ITの授

業を持っているところでないと難しいと、視覚障害のある方たちの教育現場における課題

も語られました。 

 そして岩崎リーダーからは、障害者差別解消法は罰則が緩いこともあり、なかなか実態

を伴わない面があるが、様々な事業をやっている方たちに理解を求めていくためのツール

として、これまでにない法律ではないかと考えていること、従来の障害福祉の関連法は結

局当事者の人達にしか関係がない法律だと思われているが、皆さんもっと社会と関わりた

いと思っているし、関わって欲しいと思ってる一般の方もいると思うので、そういうとこ

ろで差別解消法を上手く活用できないか、との意見をいただきました。 

 

そして検討課題の２つ目、「安心・安全な環境整備の推進」についてです。 

 能登半島地震のときの視覚障害被災者の支援についてお話がありました。視覚障害者に

は、どこかで大きな災害があったときに、そこに視覚障害者の専門家が駆けつけて支援を

する仕組みがあるそうです。しかし、能登半島地震の際、そのチームが現地に入ったとこ

ろ、県の視覚障害当事者団体から支援を止められ、行政側もその団体がそう言っているん

だったらと言って支援を止めてしまうということが起きたというお話を伺いました。視覚

障害者の８割は大人になってから視覚障害になっている方であり、そういう方たちには、

視覚障害の専門家の支援が必要だという基本的なことが、県の視覚障害者団体も、県も、

理解をしていなかったということが背景にあったというお話でした。 

 平常時に災害が起こったときの対応を県で決めておくと、今回のような大混乱がなくな

るという提案が１つ。 

 もう 1 つは、災害が起こったときに、災害対策本部が設置される際、障害のある人のこ

とがわかるメンバーを入れていただきたいという提案がありました。 
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 聴覚障害のある委員からは、現在の避難所の運営に関しては、障害特性によってそれぞ

れの課題があると思うが、当事者の意見をまず聞いて、それぞれに合ったものを整備して

いくことが必要であるという提案がありました。 

時間の制約もあったため、「安心・安全な環境整備の推進」については、これぐらいしか

話ができませんでしたが、岩崎リーダーからは、大柱を横断する課題について、今後どう

やって計画に盛り込めばいいかということを、これを機会に少し議論した方がいいのでは

ないか、またインクルーシブ教育の問題についても、県だけの問題ではなくて、政府の姿

勢というのが国際的にすごく批判をされてるため、国の動向も見ていかなければならない

というお話もありました。 

報告につきましては以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。各ワーキングチームから検討状況の報告をいただきました。

それでは、意見交換に入っていきたいと思います。確認のための質問ですとか、ご意見、

ご要望、そうしたものを皆さんと共有をして、今後のワーキングチームでさらに検討をし

ていきたいと思います。 

いま聞いただけでも、全体的な共通事項として医学モデルから社会モデルへの移行など

は、一般の方にまではなかなか理解が進んでいない現状もあると思いますので、そういっ

たことですとか、例えば、療育やインクルーシブ教育に関する事項、障害者差別解消法と

合理的配慮を踏まえた当事者が主体となる取組など、各チームに関連してくる共通項もあ

りました。皆さんの所属チーム以外のチームからの報告について、ご意見、ご質問、ご要

望等を出していただければと思います。 

 

（下重委員） 

チーム毎に分けて質問をした方がいいのか、一緒にまとめて質問した方がいいのか、ど

ちらでしょうか。 

 

（佐藤会長） 

どのチームへのご意見、ご質問なのかを仰っていただく形でよろしいでしょうか。 

 

（下重委員） 

 分かりました。Ａチームの会議メモの５ページ、共に育ち、共に学ぶ教育の推進に関し

て、石橋委員が新座市の取組のことを仰っていますが、どのような取組なのか教えてくだ

さい。 

 

（佐藤会長） 

石橋委員は私の話を受けて言及してくださってるので、私からお答えします。 

自治体においてはどちらかというと、少し障害があるかもしれないような方に対しては、

就学時に通常学級ではなく特別支援教育の紹介に流れやすいところがあると思います。 

私の大学が新座市にありますが、新座市教育委員会では、本年度から、その選択を本人

や保護者が考えて希望し、それを受けとめられるような体制にしていこうと取り組んでい

ます。新座市教育委員会のホームページでも公表されていますので、ご確認いただければ

と思います。 
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そうした取組は全国的にもまだ多いとは言えない状況ですし、埼玉県内でもまだ少し難

しい状況かもしれませんが、そうしたことに取り組んでいる自治体もあるということを例

示させていただいたものです。 

 

（川津委員） 

Ａチームからの報告に対して質問します。５ページの最初のところです。報告の中で、

県内の学校では、先生から子供たちに対して障害者差別解消法、合理的配慮などについて

話をしているが、子供たちはまだ理解が足りないというようなお話があったかと思います。

それは先生たちの説明が足りないのか、子供たちの理解が足りないのか、そのあたりが少

し曖昧な感じがしました。毎年、先生たちも研修を受けると思いますが、障害者差別解消

法などの研修をきちんと受けているか、それを子供たちにきちんと伝えられているか、子

供たちにとっても、共生社会の実現にとっても大切なことだと思います。聞こえない人も

補聴器がある人ばかりではなく、ろうの子どもたちもいます。耳が聞こえないと言っても、

そこが子供たちにはピンとこないあたりで、聞こえない人に関しての理解はまだまだ進ん

でいないなと思います。車椅子については分かっても、手話は単純に楽しんで覚えてしま

って、楽しむだけでいいのかというところ。聞こえないというだけではなく、そこの理解

を深めていく教育。そのあたりがどうなのかというところも、教育委員会とのパイプをき

ちんと持っていただき、合理的配慮についてきちんと学んでいって欲しいと思います。体

験学習の中に、そのようなところをしっかり含めていただくのが大事ではないかなと思い

ます。併せて質問と意見でお願いしたいと思います。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。以前、県教育局にもＡチームなどへの参加を呼びかけて、事務

局にも骨を折っていただいたのですが、なかなか来ていただけることは叶わず、質問があ

れば文書でいただきたいといったやりとりに留まっていて、十分な確認ができていないと

いうところがあります。そこが実際に壁でもあり、第８期計画の策定に向けては、特別支

援教育の関係とともに義務教育課程についても教育関係部局に関わってもらわなければ、

インクルーシブ教育をはじめとする教育関連施策の進みが遅くなってしまいかねませんが、

現状では教育関連でＡチームとＣチームで共通する課題を持っていることがわかったとい

うところです。 

私の認識の範囲内でお話させていただきますので、やや私の主観的な捉え方での発言に

なってしまいますので、お許しいただきたいと思います。、 

県が作っている「心のバリアフリーハンドブック」もそうですが、学校の中でも、ちょ

うど 2020 東京オリンピック・パラリンピックが開催される時期に、心のバリアフリーにつ

いて学習指導要領の中で学ぶ機会を作るといったことが謳われてきていたと思います。ま

た、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供という背景にも立っていますから、おそ

らく教職員に向けた研修なども進められてきているとは思いますが、なかなか全体に行き

渡っている訳ではないと思いますし、一般行政職の中でもあまり認識をされてない方もい

るのではないかと思います。 

いろいろな法令や制度に関する文書や資料が発出されてはいますが、それを意識的に見

ているかどうかということもありますし、その研修が必須科目となっているかどうかとい

うと、そのあたりは難しい面もあるかなとも思います。また、学校の先生方に研修を受講

するための十分な時間が取れているかどうかという点でも、少し難しいところがあるかも
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しれません。市町村の社会福祉協議会が、福祉教育研修として学校関係者を集めて研修の

機会を作っていたりしますので、そうしたところでは合理的配慮や障害理解を促進する機

会はつくられていますが、以上のように全て徹底されている現状ではないということは推

察できると思います。 

以上は私の目を通したものになりますので、少し幅を持って聞いていただければと思い

ます。 

そうした現状もあることから、おそらく川津委員も先ほどの意見をおっしゃったのだと

思います。 

誤解や悪気のない偏見といったものを私の方でステレオタイプと表現しましたが、そう

したことを一つ一つなくしていくためには、やはり障害のある方と直接触れ合う体験のよ

うなものが必要になりますし、同時に障害理解のために学習していくことも必要だと思い

ます。学校の中では、総合的な学習の時間で扱われたりすることもありますが、それがす

べてという訳ではありませんし、あとは教職員の養成育成においても介護等の体験という

ものがあって、教員になる方も福祉的な体験をするということが今は行われるようにはな

っていますが、こうした障害理解のための学習を教育の中で十分にやれているかというと、

特別支援教育の課程を修了している方以外は、十分とは言えない現状もあるのではないか

と認識しています。 

あくまで私の認識の範囲内でお話しましたが、よろしいでしょうか。 

 

（小材委員） 

先ほどの関連の話になりますが、毎年９月になって、通常の学級の子供たちがちょうど

来年の進路を考える時に、学校から特別支援学級に行った方がいいんじゃないかという声

掛けが非常に多くなります。あと夏休みが入るので、学校に行きたくないと言って不登校

になる子供が多くなります。それはなぜかというと学校がしんどいからなんですよね。何

故しんどいかというと、合理的配慮がなされてないからなんです。 

今のお話を聞いていて、私たちの子どもは普通の学校にいる子供もたくさんいますので、

やはりこの会議に市町村教育委員会を所管する部局の先生方に出席していただかないと、

合理的配慮について現場の先生たちが理解できないことになります。そして、子供たちは、

自分の持つ特性に対しての配慮を知る機会が無くなりますので、この協議会の構成メンバ

ーのことも含めてちょっと考えたほうがいいのかなと思いました。 

教育では、合理的配慮に取り組みなさいと随分前から言われているんですけれども、そ

れがいまだに全く取り組めていない。いまだに特別扱いはできないとか、このハンドブッ

クにもありますけれども、言ってはいけないような言葉をどんどん現場で言っているんで

すよね。やはりそれは先生方がご存じないからだと思うんです。 

せっかく彩の国いろどりライブラリーもできたことですし、これを活用して市町村教育

委員会や通常の学校の先生たちに学んでいただけるといいのかなと思いました。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。インクルーシブ教育に関してはＡチームとＣチームに共通する

テーマになりますし、委員全員にとってもやはりここの部分がとても重要であるというこ

との確認にもなっていますがいかがでしょうか。そのほかＢチーム、Ｃチームの報告に関

するご意見でも構いませんので、お願いしたいと思います。 
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（山中委員） 

「県民のつどい」に関する話の中で、少し違和感を覚えたことがありました。子供たち

に体験のことについて感想文を書かせてそれを表彰するとか、何かそういった発想はイン

クルーシブ教育と相反するんじゃないかなと思います。そういった発想が出てくることそ

のものに何かすごく違和感があるというか、子供たちに向けて、いい作文を書いたら表彰

されると言ったら、これは書いちゃいけないこと、思っているんだけど書いちゃいけない

こと、これは模範的なことだから書いていいこと、そういった意識を逆に植え付ける場に

もなるのかなと思います。障害に対する理解を深めるというのは、行きつつ戻りつつで時

間がかかることですよね。相手を傷つけてしまったり自分も傷つきながらというところも

ありますから、そういう形じゃなくて、もう少し別の形の触れ合いがあるんじゃないかと

思いました。 

もう一つ小材委員さんのお話の中で、精神障害者の家族とも重なると思った部分があり

ます。親が子供に対して理解が不十分になってしまっているという意見、それは精神障害

の場合でもそういうことがあるんですね。昔は支援が何もなかったため、親が一生懸命に

家族会を作って、自分たちで勉強して、子供を理解して、社会に訴えてというのがあった

と思うんですけど、現在はある程度その支援の窓口ができていて、作業所などもできてい

るとなると、あとは市に相談して、ある程度生活の形ができてしまえば、それでおしまい

になります。それ以上にその子供を理解しようとか、その障害に対する理解を深めようと

か、本来はそれでおしまいでは決してないんですけども、結局そういった社会的な支援が

整えば整うほど、親が手を放してしまうというところをどう考えたらいいのかなと思うん

ですけども、やはり私は教育、本当に教育が必要で、小さいときから親子も含めてそうい

う教育をしていけば、もっと違う結果が出てくるのかなと思います。もう少し息の長い取

組で、教育現場の人にも是非考えていただきたいと思いました。 

 

（東海林委員） 

Ａチームの報告について、これは意見として聞いていただきたいんですけど、先ほどか

ら学校教育における重要性がいろいろと論じられていて、今の子供たちに若いうちから教

育するということはもちろん大事なのですが、今現在、企業で働いている障害難病の方に

対してどのように配慮していくのかということを、企業の研修で教育していくことも必要

だと思います。 

ただ、それができる人材が企業にいるのか、学校教育でさえいないのに、まずその教育

をする人材を育てることをしないと、絵に描いた餅になってしまうと思います。企業で働

く障害難病の方のために、企業に出向いて社員研修などで障害のことや合理的配慮の提供

について教育を行うことのできる人材を育成して派遣する取組を行い、それをアピールし

ていくことが重要なのではないかと思います。 

 

（佐藤会長） 

県には県政出前講座などの取組もありますから、それをどうやって十分に周知していく

のかということも課題になると思います。 

 

（事務局） 

なかなか人材の育成というところは難しいんですけれども、県政出前講座は随時対応さ

せていただいておりますし、事業者向けの説明会も県が機会を設けて事業者の参加を呼び
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掛ける形で毎年行っております。特に今年度は民間事業者の合理的配慮の提供が義務化さ

れたところですので、事業者に対しては計画的に合理的配慮に関する説明をしていく予定

ですが、なかなか個別の企業の研修に足を運んでというのは、職員だけでやっているとこ

ろもあって人員的な面で対応が難しいところではありますので、地道な形で継続していく

中で少し幅が広げられればいいのかなと思います。職員の中で対応できる者を増やすとか、

そういった方法も考えていければと思います。 

 

（佐藤会長） 

警察や銀行では、接した人が知的障害のある方であったり、あるいは認知症の方であっ

たりと、対応などを理解しておいた方がよいと、市町村の社会福祉協議会が、こうした要

望に応えて研修を行なっていることを聞いています。 

ただ、いずれも要望があれば受けるという形になりますし、おそらく企業などは、法定

雇用率のことがあるため、障害がある方を採用してジョブコーチが入りながら社員の理解

を進めるということをしているところもあると思いますが、そうした取組を進めていくこ

とが体制的にまだまだできてないため、本県では一つの入口として「彩の国いろどりライ

ブラリー」を立ち上げ、今のようなご意見なども反映しながら、内容を充実させていくと

いうことは一つあるのではないかなと思います。ご意見ありがとうございました。 

 

（荒井委員） 

Ｃチームの災害時の被災障害者支援のところが、Ｂチームにも大きく関連するのではな

いかと思い発言をさせていただきます。 

今、課題となっていることが大きく分けて３つあります。 

１つ目は、発災の後にどのように支援をするかということが協議されるため、大変混乱

して時間もかかり、手続きも遅くなってしまうというのが第１点です。 

２つ目が、被災している視覚障害者がどこにいるのかが分からなくて、なかなか支援に

たどり着けないという課題があります。 

３つ目が、これはＢチームにも関わってくるんですけれども、多くの視覚障害者、特に

ロービジョンの方で中途で視覚障害になられた方、視覚障害者のたぶん８割ぐらいを占め

ると思いますが、必要な福祉サービスに繋がるのに大変時間がかかっています。日本視覚

障害者団体連合会の調査によりますと、障害者手帳を取ってから福祉サービスに繋がるま

での平均時間が５年半かかっております。眼科の医師の中にも、手帳の１級、２級を取ら

ないと十分な支援が受けられないので、３級から６級を取っても意味がないというご認識

の方がかなりいらっしゃって、そのため診断書を書いていただけないというケースも聞い

たことがあります。そのように福祉サービスを知らず、日常生活用具を知らず、補装具を

知らない人たちが被災してしまった場合に、専門家の支援が遅れれば遅れるほど、大変悲

惨な結果を招いてしまいます。 

先ほどのＣチームの報告にもありましたとおり、障害種別ごとに被災障害者の支援を行

っている専門家の全国組織があろうかと思います。そこと平時のうちに協議をして、災害

が起こった際にスムーズに支援ができる体制を構築するということが非常に重要であり、

必須であると私は考えています。 

誤解のないように申し上げますが、私が申し上げていることは、障害者手帳を持ってい

る視覚障害者の情報開示をしてくださいという提案ではありません。私が提案したいこと

は、平時のときにしかるべき専門家の団体と協議をして、発災時にスムーズに支援に入れ



16 

る体制を作っていただきたいということです。その方法は専門家の方々と埼玉県に委ねま

す。 

 

（佐藤会長） 

避難行動要支援者の名簿の作成などは、福祉施策になりますか、それとも違う部署にな

りますか。 

 

（事務局） 

避難行動要支援者名簿は市町村が作成しています。県で所管している部署は危機管理防

災部になりますが、いまの新井委員のお話や、能登半島地震を受けて団体からの要望など

にもある話になりますので、危機管理防災部と福祉部で連携して、情報開示の方法、平時

からの連携の準備、発災時のスムーズな支援を行えるような体制づくりなどについて、ど

のような形で進めていくのか、話合いを少し始めたところではあります。 

これらについては、今後、市町村に働き掛けていくことになりますが、市町村によって

は避難行動要支援者名簿を備えきれてないところもありますので、まずは備えていただく

ことの働きかけと、発災の時にどのような形で障害者団体や支援団体に出していけるかと

いった体制づくりなど、そうした仕組みを含めて平時から準備していただけるように、今

後の話になりますが、なるべく機会をとらえて市町村に話をしていきたいというところで、

少しずつそういう取組も進めていければと考えているところです。 

 

（佐藤会長） 

数年前の法改正により個別避難計画を立てることとされましたが、それらの情報がどの

ように市町村で取り扱われるのか、そういった情報を預かる方が民生委員・児童委員さん

だったりすると守秘義務をお持ちでもあるため、どのように情報を取り扱うかということ

も次の課題としてあるということになります。その重要性が今のお話の中で確認されたと

いうところです。 

 

（松本委員） 

相談支援をしている経験から、私は通常学級に行っている発達障害の子の相談とか、あ

と就労していない発達障害の青年の支援をしていますけれども、実は共通する問題があっ

て、インクルーシブとか合理的配慮について、総論は賛成っぽく言うわけです。ところが

各論になると、具体的な支援とか方法論についてのスーパーバイズもないため、学校も会

社も一生懸命やってるんだという逃げ道と、あとはパニックを起こすからという理由が出

てきてしまって、私から見ればパニックを起こさせているんでしょうということになりま

すが、そこがなかなか通じない。あと、私が支援している青年から学んだんですけれども、

何故できない、本当はできるのにどうしてやらないと言われ続けてずっと苦しかった、誰

も一緒にそれを考えてくれませんでしたと言われたときに、もう胸が痛かったんですよね。

小学校の彼についても、私が学校に呼ばれて行った時に、校長をはじめ教員たちが口を揃

えて言ったのが、短時間でみんなと同じように授業を受けられる子になってくれないと困

ると。担任の若い男の先生に、先生は彼のいいところはどこだと思うかと聞いたら、自分

は彼が暴れたときに抑える係なのでわかりませんという答えが返ってきて、これが現実な

んですね。「悪意のない間違い」というのは本当に難しいと思いました。自分たちが間違っ

ていることに気付いていなくて、その結果として排除してしまったり傷付けたりしてから
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の話になってしまうと。 

どうしたら日常的に手が打てるようになるのか、どうしたらいいのか私も実はわからな

くて、ただ現実として、そういう中で傷付いてしまったり、他の人の迷惑だからというこ

とで排除されていってしまうとということを、どう考えたらいいのか、今悩んでいるとこ

ろです。 

 

（小材委員） 

私は発達障害のある人たちとずっと関わっていますが、子供のそばにいて、こういうふ

うにしたらどう、こういうふうに工夫してごらん、周囲の人たちに、こういうふうに関わ

ってくださいと、ずっといえるのはやはり親だと思うんです。 

でも、その親御さんが今、子供と過ごす時間がほとんどないんですよね。毎日、学校が

終わって放デイ行って家に帰ってくるのが夕方６時とかで、そうすると夕飯食べてお風呂

入って寝るだけ。朝になってスクールバスに乗せてしまえば、もうそこに子どもは居ない。 

そうなってしまうと、子どもが困ったときに親に助けてもらいたいけど助けてもらえな

い。先ほど松本委員もおっしゃっていた誰も一緒に考えてくれなかったということになっ

てしまう。せめて親御さんが一緒に考えてあげれば、そうはなってないと思うんです。 

やはり私たちの子どもは子育てが本当に難しいんです。見え方、聞こえ方、感じ方、理

解の仕方が一人ひとり違うので。でも早期発見・早期療育と言われて、そういうときにた

ぶん支援者の方、ここにいらっしゃる方もそうかもしれませんけど、子どもを何とかした

いと思ってしまうんですよね。違うんです。親の考え方とか、障害に対する考え方とか、

子供の特性を知るとか、子供の育ちを知るとか、親の気持ちに寄り添って親が自信を持っ

て子育てに向かえるように支えるということが早期発見・早期療育の大事なところだと思

うんですけど、どうしても子供を変えたいということが先になります。親御さんもやっぱ

り検診や学校で指摘されるので、周りのクラスメートと違うから何とか近づけさせたいと

子供に努力を強いるわけですよね。そうするとそれは「医学モデル」の考え方なんですよ。

こうなってるのは君のせいだから、君が努力をすれば何とかなるよと。周りに追いつかせ

ようという思い、それは親心でもあるんですけど、特性やそれに配慮した有効な支援を理

解してないので、先ほど松本委員がおっしゃった「悪意のない優しさ」の結果、子供たち

が苦しんでいるんです。 

私たちが活動してるのは、親御さんに子供と過ごしていて楽しいとか、子供がかわいい

とか、そう思って欲しくて一生懸命に活動させていただいてるんですけれども、親御さん

の相談内容を見ると、もう子供がかわいくないことのオンパレードなんですよね。それを

見るとすごく切なくなります。子どもに言ってもわからない。声の調節が効かなくて恥ず

かしいとか、それはことばで子どもに伝えているだけだからわからないでしょうと私たち

は上手く行かない原因が分かります。目で見てわかるもので本人に理解できるように伝え

るようにするとか、声の大きさを教えたと言っても、どれぐらいがちょうどいい大きさだ

と教えましたかといったことがあるんですけど、親御さんはやはり自分が教えていない結

果として子供はこうなっていることに気付かない。それは、親御さんがお子さんの持つ特

性や育ちをわかっていないから、要は学んでないからなんです。 

同じことが学校の先生にも言えて、松本委員の話にあった、この子のいいところはどこ

かと言われたときに、答えられない事実にショックを受けてくれればいいんですけど、そ

う思わずに、「いや、だってこの子はこんなだから」となってしまうと、本当にその子にと

っては辛いだけになってしまいます。せめて家族がちゃんとその子を守ってあげればいい
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のにと思います。 

だから、何か方向性が違っている。ずっと医学モデルでの考え方が長かったじゃないで

すか。現在では日本国内でも社会モデルでの捉え方で取り組むことになっています。私た

ちの子どもは環境が整うと、障害を持っていても環境が整うとその障害が目立たなくなる

のです。自分の特性に配慮された支援を受けていると子供自身の自己理解が進み、自分は

こういうこと苦手だけれど、こういう工夫をすれば自分は仕事ができると理解でき、自信

を持って社会に出れるんですけど、特性に配慮した支援を受けながら学ぶということを学

齢期で経験できないまま社会に出てしまうと、上手くいかないということになるんですよ

ね。 

やはりアプローチの仕方を少し変えないと危険な時代になっているなというのはすごく感

じるところです。 

 

（羽生田委員） 

今の小材委員の話の続きになりますが、乳幼児の通所のところに株式会社がかなり参入

してきていて、ここ何年かでかなりの量になってると思うんですね。 

法律が変わって、子供の第一義的責任が親にあると明記されたのはいいんだけれども、

本当に行政の支援が全然関わらないところで、親たちが本当に右往左往、四苦八苦しなが

ら子育てしてるような状態だと思うんです。 

ですので、これからの障害者計画を考えていくに当たって、児童発達支援センターなり

児童発達支援事業にどういうふうに目を入れていくかというのは、かなりの課題になるん

じゃないかと思うんですね。今回の報酬改定でも、児童発達支援センターが中心になって

療育の視点で支援していくというようなことが出てきていますが、きちんとやれるかどう

かというのは、やはりちゃんと見ていかなければならない部分だと思うんです。 

やはり乳幼児期にしっかり人間形成されていかないと、そのあとどんなふうになってい

くかっていうのは、親も子もこれから不安でしょうがない状態だと思うんです。 

ですので、第８期計画の中に、放デイもそうですが、通所事業などをどうやってきちん

と見ていくか、監査していくかというところもしっかり入れていった方がいいんじゃない

かなって思います。 

 

（荒井委員） 

今、医学モデルの限界が見えてきたというようなお話しと受けとめたのですが、私もＢ

チームで議論をしていて、まさにそのように思いました。議論していてわかったことは、

障害種別にかかわらず、障害者手帳の等級と支援の難易度との間には相関関係がないとい

うことです。それがわかったことがすごく感動的でした。 

例えば、ロービジョンの場合なんですが、よく失明された方にお聞きすると、障害者手

帳３級４級の頃が一番辛かったっておっしゃるんですね。その頃になると、視覚を使って

1 人で歩くことが、かなり難しくなってくるんです。でも１級２級の方のような手厚い支

援はありません。先ほどお話したように、眼科の先生の中には３級から６級の手帳を取っ

ても意味がないと言って診断書を出してくださらない先生もいるので、福祉サービスがあ

ることも知らなければ、相談支援があることも知らないんです。これは本当の話なんです

けど、雨傘を白杖がわりにして歩いたとか、あと階段から落ちたり、ホームから転落しそ

うになったとか、そういう話は、実は３級４級の方の間でとてもよく聞く話なんですね。 

なので、医学モデルから社会モデルというか、この分野だとたぶん国際機能分類の考え
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方でもいいんでしょうか、医学モデルの限界はきているというふうに思います。 

あともう 1つ、選挙と情報アクセシビリティについて発言したいんですが、多分この話

題の後の方がよいかと思いますので、お声掛けいただけたらありがたいです。 

 

（下重委員） 

グループホームのことです。最近 NHK の番組で、営利企業の不正により 100 か所のグル

ープホームが事業停止になったと報道していたと思いますが、そういう利益を目的とした

団体に対して、埼玉県の方でもやはりきちんと監査を行っていくようにしてもらいたいで

す。いつ監査がありますと事業者に伝えると やはり事前に用意をしてしまうんですよ。

これだけちゃんとやってますよと用意をしてしまうというのは、ありがちなことだと思い

ます。いつ監査が来るのか分からなければ、普段からきちんとした運営になりますし、結

局それが私たち障害者のためにもなると思います。テレビを見た限りでは、そのグループ

ホームの利用者は本当に酷い生活をしていて、悲しく思いました。 

 また、入所施設のことになりますが、移動支援とか生活サポート事業を使って入所施設

の利用者も外出ができるのか埼玉県の方にお聞きしたい。本当に県単事業は大切なんです。 

 あと、重度障害者のための全身性障害者介助人派遣事業があって、ふじみ野市の筋ジス

の重度の車椅子の方が、それを使って大学に通学しているという事例もあります。県単事

業は大切な制度だと私は思います。重度しか使えませんが、もっと広く使えればいいと思

います。 

 

（下重委員介助者の補足） 

全身性介助人派遣事業と生活サポート事業、これは県単事業ということで、下重のよう

に一人暮らしをしている人たちや、ふじみ野市在住の大学生が大学に通うときの介助にそ

の２つの県単事業を使っています。そういった県単事業は、埼玉県の自立生活をしている

人たち、それを目指している人たちの支えになっているものなので、もっと大切に使って

欲しい、維持して欲しい。 

それから全身性派遣介助員派遣事業に関しては、県単事業ということで、介助人の資格

を問わないんですね。重度障害の人にしか適用されていませんが、ある市では、その他に

市長が必要と認めるものという付帯事項をつけて市単事業として、学生の介助などに派遣

してる市もあるんですけれども、そうしたインクルーシブな教育、インクルーシブな暮ら

しという部分を支えるのに非常に重要になっている一方で、県単事業を減らそうという傾

向が、ここのところ少しあるので、ぜひ埼玉県は維持していって欲しいんだということで

す。 

 

（遅塚委員） 

下重委員の意見はそうですが、下重委員から県への質問が一つありました。移動支援と

生活サポート事業は入所施設で使えるのかを県に聞きたいとおっしゃっていたので、それ

をまず県に聞かないといけないと思います。 

 

（事務局） 

障害者支援課 地域生活支援担当でございます。生活サポート事業につきましては、法定

サービスで賄えない部分について、その隙間を埋めるような形でご利用いただいているか

と思いますが、原則といたしましては、施設からの通院などに関しましては、施設におけ
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るサービスとして実施するということが本来でございますので、生活サポート事業につき

ましては、例えばグループホームからの通院とかであれば利用可能だと思いますが、施設

からの通院や外出などにつきましては、その施設のサービスを使っていただくのが原則に

なっているかと思います。 

また、移動支援事業につきましては、市町村において要綱等を定めているかと思うんで

すけども、市町村において施設からの外出の際に移動支援が使えるということをもし定め

てあれば別ですが、やはり施設からの移動に関しましては、その施設に入所する際にどう

いったサービスがあるかを確認した上で入所していただいていると思いますので、原則は

その施設のサービスの中でやっていただくということになるかと思います。 

 

（下重委員） 

昔、ふじみ野市で、入所施設の利用者が外出したいということで、移動支援とか生活サ

ポート事業を使ってサービスをしたことがあるんですよね。今でもそれができるのかどう

かということをお聞きしたかったんですね。そうでないと入所施設の利用者は出かけるこ

とができないんですよね。 

 

（遅塚委員） 

昔は、入所施設におけるサービスと在宅施策と二元論的に分かれていたので、施設に入

所すると一切の在宅サービスは使えないっていうことで、ある意味はっきりしていたんで

すけれども、現在の障害者総合支援法になって以来、やはりその区分をちゃんと検討しな

きゃいけないかなという話が前回のＢチームでも少し出ていて、今は一定のサービスまで

は施設の義務としてやるけれども、それ以外の様々な社会参加的な外出というものは施設

の必須サービスでないから、例えば私費で連れて行ってもらってくださいとか、いろいろ

と出てきているという気がしていて、例えば選挙に行きたいというのは基本的人権だから、

入所施設が保障するべきなのか、それとも地域の市町村が保障するべきなのかというのが、

細かいところまで考えていくと、どうも決まってないことが多いような気がしています。 

今の下重委員のご質問にもありましたけれども、施設サービスと在宅サービスで一律二

元論的に駄目っていう部分がだんだん今は難しくなってきていて、施設で義務になってい

ない部分は、ひょっとすると施設外のサービスとして外から変えるという考え方もできる

ようになってきているんじゃないかなという気がしているので、そういう再整理というの

も、この場では無理だと思いますが、１つ課題として置いておいていただければよろしい

のかなと思いました。 

 

（羽生田委員） 

入所施設の利用者が高齢化・重度化していく中で、医療が必要になってくる方が大勢い

るんですね。これまでは施設の職員たちが何とか支えてたんですけれども、やはり本当に

医療が必要になったときに、その地域の医療が施設に入り込めるかどうかっていうところ

がかなり大きな課題になってきてると思うんですけれども、その辺はこれからどのように

考えていったらよろしいのでしょうか。国も入所施設のあり方検討会の中で、入所施設に

おける医療的ケアのことについてこれから検討されていくと思いますが、そのあたりのこ

とを埼玉県としてもはっきりさせていただきたいと思うんですけれども、どう考えたらよ

ろしいでしょうか。 
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（事務局） 

障害者支援課の千葉と申します。ご質問に沿った答えになっているかどうか分かりませ

んが現状についてお伝えします。 

入所施設も含めて、利用者をお預かりする施設においては、必ず提携する医療機関を指

定申請のときに決めていただくことになっております。常時来てくれるとかそういうこと

ではないんですけれども、いろいろな医療的な判断などについては、まず一次的に提携医

療機関に相談していただくことになります。場合によっては入院まで検討することになっ

ていますので、まずは提携医療機関にご相談いただき、もちろんその症状とか状態にもよ

りますが、その施設の中で対応できるレベルなのかそうでないのかも含めて協議で決めて

いただくことになります。 

ただ、施設の中に入るその度合いについては、現状ではできることとできないことはあ

りますが、できることの中で何ができるかを提携医療機関にご相談いただくという流れに

なるかと思います。 

 

（羽生田委員） 

施設の中に医療機関が入ってどのようなことができるかっていうところは、施設と医療

機関の連携の中で相談しながら決めていけばいいということですか。 

 

（事務局） 

基本的にはできないことの方が多いとは思います。ただ、例えば直接治療しなくてもア

ドバイス的なものをいただくとか、そういった意味で提供医療機関というのはございます

ので、なるべくご相談していただき、現行制度の中でできる範囲でご検討いただければと

思います。 

 

（植村委員） 

今の羽生田委員の話の続きになります。私の施設は蓮田市にあるんですけれども、提携

病院は蓮田市内にありますが、実際に専門機関が必要な入所者は小平市まで受診しに行き

ます。そうすると朝 10 時に出て帰ってくるのが夕方になったりするんですね。そういう入

所者が何人もいるということが今の話に関係するのかなということと、通院支援加算とい

うのがありますが、１回につき幾らということになっています。700 円ぐらいだったと思

うんですけれども、このあいだ県に入退院や健康診断が通院支援加算の対象になりますか

と聞いたところ、各自治体に聞いてくださいという回答がありました。健康診断について

は対象にはなりませんというふうに言われてたんですけれども、それが 1つです。 

あともう一つは、私の施設の近隣にある黒浜南小学校の校長先生がフットワークが軽い

方で、20 年後の蓮田市をプロデュースしようという企画を昨年から作っていて、福祉施設

や自治会の会長や近隣の人たちを巻き込んで、子供たちにとって 20 年後の蓮田市をもっと

よくしようと人を集めているんですね。ところが、その校長先生は来年転勤するから今年

で最後なんだということになっていて、こういうプロジェクトを今後、誰がどうやって継

続していくのかなということが問題になっていて、施設にも近隣の先生たちが研修に来る

んですけれども、次の年には来なくなったり、転勤とかもあるんでしょうけれども、取組

が積み重なっていかないというのが少し最近傾向としてあるなと思っています。 

 

（佐藤会長） 
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いろいろなお話をいただきました。ありがとうございます。荒井委員、先ほど情報アク

セシビリティのことで少しとおっしゃっていましたが、それを最後にして「４ その他」

に移らせていただきたい思いますのでお願いします。 

 

（荒井委員） 

視覚障害者の選挙の課題というのは２つありまして、投票所に行くことが難しいという

ことと、選挙公報を目の見える人たちと同じタイミングで読むことが難しいということで

す。 

先ほどの郵便投票のことなんですけれども、視覚障害を理由に郵便投票を使うことは今

のところできません。投票したいと思っても、投票日に同行援護のガイドさんや誰か一緒

に行ってくださる方が見つからないと、投票できないということがかなり多く起こってい

ます。 

それから、最近は選挙公報を従来の点字版やデイジー版の他に、アクセシブル PDF ファ

イルという形でウェブサイト上に掲載するという方法を国や県レベルまでは行っています

が、市町村ではほとんど行われていない模様です。アクセシブル PDF ファイルが公開され

ているサイトが見つけにくいことと、読ませてみるとスムーズな日本語やきちんとした順

番で読み上げるような作りになっていないものが非常に多いんですね。 

おそらく、選挙管理委員会で候補者に対してどういうふうにアクセシブル PDF ファイル

を作ったらいいのかということの説明があまりできていないのではないかと思われる、そ

ういうファイルが非常に多いです。 

東京都の選挙管理委員会ではそのあたりをかなり詳しく説明していて、候補者の方たち

に対してこういうことに気をつけてくださいねということをお示ししているようで、これ

は障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第５条の事業者の責務と

いうところをたぶん意識されているのではないかと個人的に見ています。候補者の方々が

発注する選挙公報を作る民間の会社の人たちは、ほとんどが情報アクセシビリティのこと

を知らないので、きっとそれを意識してのことだと思います。 

ですので、やはり埼玉県においては、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーショ

ン施策推進法を踏まえたウェブサイトや PDF ファイルのアクセシビリティ、これも中途の

視覚障害者やロービジョン者への配慮のところが課題になろうかと思います。 

 

（佐藤会長） 

事務局の方では今の意見について何かございますか。 

 

（事務局） 

いまのご意見につきましては、県の選挙管理委員会があります市町村課の方に伝えたい

と思います。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。それでは皆さんよろしいでしょうか。今回確認されたことを、

次回のワーキングチームで確認していただき、協議に生かしていただきたいと思います。 

 最後に、次第４「その他」について、事務局から説明願います。 

 

＜４．その他＞ 
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（事務局） 

次第「４ その他」につきましては、報告事項などになります。次第では、彩の国いろ

どりライブラリー、今後の開催スケジュールの２点を記載させていただいておりますが、

その前に、第１回協議会でいただいておりましたモニタリング用資料１－１の内容に関す

る御質問などにつきまして回答させていただきたいと思います。 

 

まず、施策番号２３４の発達障害総合支援センターの相談受付に関して、小材委員から

頂いた御質問につきまして回答します。 

発達障害総合支援センターは御家族からの相談は受けませんといわれているにもかかわ

らず、相談支援という言葉が載っており、839 件という件数が載っていると、家族からの

相談を受けないのになぜこの件数が載っているのかということでしたが、改めてお答え申

し上げます。発達障害総合支援センターは、御家族からの相談を受けておりますので、こ

の相談支援 839 件というのは、御家族からの相談も含めた件数ということになります。発

達障害総合支援センターは 18 才以下の発達障害児とその御家族からの相談を受けること

になっておりますので、特に未就学児や小学生ですと、ご本人が相談するということは無

理ですので、そういった場合はほとんどが御家族からの相談ということになります。それ

らを含めて、全体で 839 件ということになっております。 

続きまして、施策番号３０３の災害拠点精神科病院の指定の状況について、山中委員か

ら頂いた御意見、御質問などについて回答します。 

いただいた御意見については、担当課である疾病対策課に伝えてあります。また、指定

の見通しについては、昨年度から特に状況に変化はないとのことでしたが、もちろん話が

なくなってしまったわけではなく、今年度から始まっている第８次地域保健医療計画の中

にも、「本県には災害時における精神科医療を提供する上での中心的な役割を担う災害拠点

精神科病院がないことから、今後指定に向けた調整を行う必要があります。」とあり、担当

課としては必要な調整を病院側と続けていきたいとのことでした。 

続きまして、施策番号３１５、感染症発生時に市町村及び関係団体と連携し、感染症発

生時の支援・応援体制の構築に関する施策の予算額の確認について、東海林委員から金額

が大きすぎないかとの質問があったものですが、確認したところ、資料に記載されている

「新型コロナウイルス感染症対策事業費」の予算額は、1,279 億 7 万円で間違いありませ

んでした。資料１－１に記載されている事業の以外の事業も含めた予算総額を記入したも

のです。 

最後に、計画に掲載されている施策について、手帳の３級から６級のロービジョンの方

が利用できるものを示して欲しいとの荒井委員からの御要望についてですが、来月のワー

キングチームに合わせてご提供できるように作業をしているところです。 

 

続きまして、次第に記載されております彩の国いろどりライブラリーに関する報告にな

ります。参考資料１を御覧ください。 

この資料は、先週金曜日の午前１１時に、埼玉県ホームページのトップページにある「県

政ニュース」にアップされました彩の国いろどりライブラリーの報道発表資料になります。

同時にライブラリーのホームページ本体も公開し、ようやく運用を開始することができま

した。今後は県内関係各所への案内周知も着実に進めていく予定です。 

実現に向けて、これまで委員の皆様には、様々な御意見をいただきました。改めてお礼

申し上げますとともに、今後は運用を続けながら、継続的に検討を続ける必要がある事項
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につきまして、引き続き皆様のお力をお借りできればと存じます。よろしくお願い申し上

げます。 

最後に、今後の本協議会の開催スケジュールについては参考資料として配布させていた

だいておりますので、各自で確認をお願いしたいと思います。 

次第「４ その他」につきましては以上でございます。 

 

（佐藤会長） 

 ただ今の報告事項について、御質問等がありましたら、お願いいたします。 

 

（小材委員） 

回答ありがとうございました。これからは、今後は「発達障害総合支援センターは家族

相談に乗る」と広報して構わないということですね。 

 

（事務局） 

はい。大丈夫です。 

 

（小材委員） 

総合支援センターができてから、ずっと家族相談は受けませんということを言われ続け

ていたので、会員にも、ペアレントメンター事業で活動してるときにも、ここは個人的な

相談に乗らないところですということ私はずっと言い続けてきてたんですけれども、そう

ではなくなったということですね。 

 

（事務局） 

それがちょっとよくわからないですが、以前から家族相談も受けていると聞いておりま

す。 

 

（小材委員） 

おそらく相談ではなく問い合わせに対応していたのではないかと思います。こういうこ

とに困っているからどうしたらいいでしょうかといった相談になると、たぶん窓口の人は、

市町村にかけてくださいと回してしまうような対応だったと思うんですけれども、相談に

乗っていたということであれば、私たちとしてはありがたいので、これから家族会として

の活動を通して総合支援センターは家族相談を受けてくれると言いますので、今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（川津委員） 

４年ほど前に合理的配慮の提供に関する動画を作られていたと思いますが、その動画は

そのままで、新しい心のバリアフリーハンドブックと併用していくということでよろしい

でしょうか。 

 

（事務局） 

動画につきましては、今年度作成する予定でございます。それと新しい心のバリアフリ

ーハンドブックを併用して使っていくことになります。 

 



25 

（川津委員） 

動画を作成する前に各団体の意見を聞いていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 それでは、以上で本日の予定はすべて終了しました。皆様におかれましては円滑な会議

運営に御協力いただきありがとうございました。司会進行を事務局にお戻しします。 

 

＜５．閉会＞ 

（事務局） 

 ありがとうございました。以上をもちまして令和６年度第２回埼玉県障害者施策推進協

議会を閉会させていただきます。委員の皆様、大変ありがとうございました。お気を付け

てお帰りください。 

 

 

 

 令和６年１０月２２日 

 

               議     長   佐藤  陽 

 

               議事録署名委員   荒井  優子 

 

               議事録署名委員   金井  玲 

 

 

 

 

 


